
東北運輸局プレスリリース 《発表記者会：東北電力記者会》

《 〃 ：宮城県政記者会》

令 和 ２ 年 １ 月 ２ ０ 日

国土交通省 東北運輸局

東北運輸局管内の一般乗用旅客自動車運送
事業者に対して行政処分等を行いました。

東北運輸局管内の各運輸支局が監査を実施した一般乗用旅客自動車運送事業者

のうち、道路運送法及び関係法令に違反している事実が認められた事業者に対し、

令和元年１２月は１０件の行政処分等を行いましたのでお知らせします。

なお、詳細は別紙のとおりで、下記の事項を記載しております。

記

１ 行政処分等の年月日

２ 事業者の氏名又は名称（法人番号、代表者名）

３ 事業者の所在地

４ 営業所の名称

５ 営業所の所在地

６ 行政処分等の内容

７ 主な違反の条項

８ 違反行為の概要

《問い合わせ先》

東北運輸局 自動車交通部 自動車監査官

担当：山口、角張

℡：０２２－７９１－７５３２



（別紙）

令和元年１２月分

番
号

行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等
の内容

主な違反の条項 違反行為の概要

1

令和元年１２月２３日 株式会社ユニ・メディア
（法人番号５３７０００１００１２６１）
菅野　德彦

宮城県仙台市
泉区黒松
２丁目
２０番１４号

本社
営業所

宮城県仙台市
泉区山の寺
１丁目
７１－１

文書警告 道路運送法
第２７条第３項

令和元年１１月２６日、監査を実施した結果、１件の違反が認められた。
（１）運転者に対する指導監督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８
条第１項）

2

令和元年１２月２４日 株式会社グリーンキャブ
（法人番号２０１１１０１０２３３９９）
高野　公秀

東京都新宿区
戸山
３丁目
１５番１号

仙台
営業所

宮城県仙台市
太白区東中田
１丁目
４６－１

文書警告 道路運送法
第２７条第３項

令和元年１２月２４日、監査を実施した結果、１件の違反が認められた。
（１）運転者に対する指導監督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８
条第１項）

3

令和元年１２月２４日 東北第一交通株式会社
（法人番号６３７０００１０１２５３０）
北浦　歳彦

宮城県仙台市
宮城野区扇町
３丁目
６番１４号

本社
営業所

宮城県仙台市
宮城野区扇町
３丁目
６番１４号

輸送施設の
使用停止
（３０日車）

道路運送法
第２７条第３項、
特定地域及び準
特定地域におけ
る一般乗用旅客
自動車運送事業
の適正化及び活
性化に関する特
別措置法第１６条
の４第１項

令和元年８月８日及び９月４日、監査を実施した結果、２件の違反が認められ
た。
（１）運転者に対する指導監督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８
条第１項）
（２）運賃届出、運賃変更届出違反（特定地域及び準特定地域における一般乗
用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第１６条の４
第１項）

4

令和元年１２月２４日 観光第一交通株式会社
（法人番号５３７０００１００４４５４）
北浦　歳彦

宮城県仙台市
若林区卸町東
１丁目
１番５６号

本社
営業所

宮城県仙台市
若林区卸町東
１丁目
１番５６号

輸送施設の
使用停止
（５０日車）

道路運送法
第２７条第３項、
特定地域及び準
特定地域におけ
る一般乗用旅客
自動車運送事業
の適正化及び活
性化に関する特
別措置法第１６条
の４第１項

令和元年９月３日、監査を実施した結果、２件の違反が認められた。
（１）運転者に対する指導監督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８
条第１項）
（２）運賃届出、運賃変更届出違反（特定地域及び準特定地域における一般乗
用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第１６条の４
第１項）

5

令和元年１２月２４日 観光第一交通株式会社
（法人番号５３７０００１００４４５４）
北浦　歳彦

宮城県仙台市
若林区卸町東
１丁目
１番５６号

泉
営業所

宮城県仙台市
泉区長命ヶ丘
３丁目
２６－８、９

輸送施設の
使用停止
（２０日車）

特定地域及び準
特定地域におけ
る一般乗用旅客
自動車運送事業
の適正化及び活
性化に関する特
別措置法第１６条
の４第１項

令和元年９月９日、監査を実施した結果、１件の違反が認められた。
（１）運賃届出、運賃変更届出違反（特定地域及び準特定地域における一般乗
用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第１６条の４
第１項）

一般乗用旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について



令和元年１２月分

番
号

行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等
の内容

主な違反の条項 違反行為の概要

一般乗用旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

6

令和元年１２月２４日 観光第一交通株式会社
（法人番号５３７０００１００４４５４）
北浦　歳彦

宮城県仙台市
若林区卸町東
１丁目
１番５６号

長町
営業所

宮城県仙台市
太白区太子堂
２－２７

輸送施設の
使用停止
（２０日車）

特定地域及び準
特定地域におけ
る一般乗用旅客
自動車運送事業
の適正化及び活
性化に関する特
別措置法第１６条
の４第１項

令和元年９月１１日、監査を実施した結果、１件の違反が認められた。
（１）運賃届出、運賃変更届出違反（特定地域及び準特定地域における一般乗
用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第１６条の４
第１項）

7

令和元年１２月２４日 仙台第一交通株式会社
（法人番号８３７０００１００６７１２）
北浦　歳彦

宮城県仙台市
宮城野区中野
４丁目
２番地の３

本社
営業所

宮城県仙台市
宮城野区中野
４丁目
２番地の３

輸送施設の
使用停止
（４０日車）

特定地域及び準
特定地域におけ
る一般乗用旅客
自動車運送事業
の適正化及び活
性化に関する特
別措置法第１６条
の４第１項

令和元年９月１０日、監査を実施した結果、１件の違反が認められた。
（１）運賃届出、運賃変更届出違反（特定地域及び準特定地域における一般乗
用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第１６条の４
第１項）

8

令和元年１２月２４日 仙台第一交通株式会社
（法人番号８３７０００１００６７１２）
北浦　歳彦

宮城県仙台市
宮城野区中野
４丁目
２番地の３

東仙台
営業所

宮城県仙台市
宮城野区東仙台
２－１１

輸送施設の
使用停止
（２０日車）

特定地域及び準
特定地域におけ
る一般乗用旅客
自動車運送事業
の適正化及び活
性化に関する特
別措置法第１６条
の４第１項

令和元年９月１３日、監査を実施した結果、１件の違反が認められた。
（１）運賃届出、運賃変更届出違反（特定地域及び準特定地域における一般乗
用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第１６条の４
第１項）

9

令和元年１２月２４日 南仙台第一交通株式会社
（法人番号８３７０００１００２２５７）
北浦　歳彦

宮城県仙台市
太白区西中田
１丁目
３番１号

本社
営業所

宮城県仙台市
太白区西中田
１丁目
２１６番地１号

輸送施設の
使用停止
（２０日車）

特定地域及び準
特定地域におけ
る一般乗用旅客
自動車運送事業
の適正化及び活
性化に関する特
別措置法第１６条
の４第１項

令和元年９月１１日、監査を実施した結果、１件の違反が認められた。
（１）運賃届出、運賃変更届出違反（特定地域及び準特定地域における一般乗
用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第１６条の４
第１項）

10

令和元年１２月２４日 有限会社あきた県都交通
（法人番号３４１０００２００４８１４）
照井　由輝

秋田県秋田市
寺内堂ノ沢
１丁目
７番２１号

本社
営業所

秋田県秋田市
寺内堂ノ沢
１丁目
７番２１号

輸送施設の
使用停止
（３０日車）
及び
文書警告

道路運送法
第２７条第３項

令和元年６月１１日、監査を実施した結果、３件の違反が認められた。
（１）乗務員台帳の作成義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３７条第１
項）
（２）高齢運転者に対する指導義務違反（運輸規則第３８条第２項）
（３）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第３８条第２項）



≪発表記者会：東北電力記者会≫

≪　　〃　　：宮城県政記者会≫

令 和 ２ 年 １ 月 ２ ０ 日
国土交通省 東北運輸局

１．行政処分等対象事業者及び営業所

　事業者：大空交通　株式会社　　代表取締役　髙田　秀明
　　　　　（法人番号：４４２０００１０１２１３０）
　　　　　青森県三沢市日の出１丁目９４番地３４１号   

　営業所：本社営業所
　　　　　青森県三沢市日の出１丁目９４番地３４１号   

２．行政処分等年月日　　　　令和２年１月１６日

３．行政処分等の概要

　文書警告

４．違反の概要

　≪問い合わせ先≫

東北運輸局　自動車交通部　自動車監査官　

担当：角張、髙橋

℡：０２２－７９１－７５３２　

青森県三沢市の一般貸切旅客自動車運送事業者に
対し警告を発しました。

　令和元年１０月３０日に東北運輸局が下記の一般貸切旅客自動車運送事業者に対し監

査を実施したところ、道路運送法及び関係法令に違反している事実が認められたため、

東北運輸局長は警告を発しましたのでお知らせします。

　なお、警告書の交付については、本日、青森運輸支局において行いました。

記

（１）輸送の安全及び旅客の利便を確保するための遵守事項違反

（道路運送法第２７条第３項）

（旅客自動車運送事業運輸規則第２８条の２第１項）

①運行指示書の作成等義務違反

東北運輸局プレスリリース



≪発表記者会：東北電力記者会≫

≪　　〃　　：宮城県政記者会≫

令 和 ２ 年 １ 月 ２ ０ 日
国土交通省 東北運輸局

１．行政処分等対象事業者及び営業所

　事業者：大泉運輸　株式会社　　代表取締役　小泉　國雄
　　　　　（法人番号：６４２０００１０１１７５８）
　　　　　青森県上北郡六ヶ所村大字倉内字笹崎１１５７番地 

　営業所：本社営業所
　　　　　青森県上北郡六ヶ所村大字倉内字笹崎１１５７番地  

２．行政処分等年月日　　　　令和２年１月１６日

３．行政処分等の概要

　文書警告

４．違反の概要

　≪問い合わせ先≫

東北運輸局　自動車交通部　自動車監査官　

担当：角張、髙橋

℡：０２２－７９１－７５３２　

（旅客自動車運送事業運輸規則第２８条の２第２項）

①運行指示書の保存義務違反

（１）輸送の安全及び旅客の利便を確保するための遵守事項違反

（道路運送法第２７条第３項）

青森県上北郡六ヶ所村の一般貸切旅客自動車運送事
業者に対し警告を発しました。

　令和元年１０月２９日に東北運輸局が下記の一般貸切旅客自動車運送事業者に対し監

査を実施したところ、道路運送法及び関係法令に違反している事実が認められたため、

東北運輸局長は警告を発しましたのでお知らせします。

　なお、警告書の交付については、本日、青森運輸支局において行いました。

記

東北運輸局プレスリリース



東北運輸局プレスリリース 《発表記者会：東北電力記者会》

《 〃 ：宮城県政記者会》

令 和 ２ 年 １ 月 ２ ０ 日
国土交通省 東北運輸局

秋田県秋田市の一般乗合旅客自動車運送事業者
に対し警告を発しました。

令和元年９月１９日に東北運輸局秋田運輸支局が下記の一般乗合旅客自動車運
送事業者に対し監査を実施したところ、道路運送法及び関係法令に違反している
事実が認められたため、本日、東北運輸局秋田運輸支局長は警告書を交付しまし
たのでお知らせします。

記

１．行政処分等対象事業者及び営業所

事業者：秋田中央トランスポート株式会社
代表取締役社長 渡邉 綱一郎

（法人番号：４４１０００１００３３１２ ）
秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地１番地６

営業所：男鹿営業所
秋田県男鹿市船川港船川字海岸通り１号８－５

２．行政処分等年月日 令和２年１月２０日

３．行政処分等の概要

（１）文書警告

４．違反の概要

（１）輸送の安全及び旅客の利便を確保するための遵守事項違反
（道路運送法第２７条第３項）

①運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

《問い合わせ先》
東北運輸局 自動車交通部 自動車監査官

担当：小松、髙橋
℡：０２２－７９１－７５３２



東北運輸局プレスリリース 《発表記者会：東北電力記者会》

《 〃 ：宮城県政記者会》

令 和 ２ 年 １ 月 ２ ０ 日
国土交通省 東北運輸局

秋田県秋田市の一般貸切旅客自動車運送事業者
に対し警告を発しました。

令和元年１０月９日に東北運輸局秋田運輸支局が下記の一般貸切旅客自動車運
送事業者に対し監査を実施したところ、道路運送法及び関係法令に違反している
事実が認められたため、本日、東北運輸局秋田運輸支局長は警告書を交付しまし
たのでお知らせします。

記

１．行政処分等対象事業者及び営業所

事業者：エビス交通有限会社 代表取締役 加藤 光子
（法人番号：９４１０００２００５１９５）
秋田県秋田市外旭川字小谷地１３３番地５

営業所：本社営業所
秋田県秋田市外旭川字小谷地１３３番地５

２．行政処分等年月日 令和２年１月２０日

３．行政処分等の概要

（１）文書警告

４．違反の概要

（１）輸送の安全及び旅客の利便を確保するための遵守事項違反
（道路運送法第２７条第３項）

①運送引受書の交付義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第７条の２第１項）

②運行指示書の作成等義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第２８条の２第１項）

《問い合わせ先》
東北運輸局 自動車交通部 自動車監査官

担当：髙橋、小松
℡：０２２－７９１－７５３２


